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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

１ 企業の概要

今回初めて調査票を提出される場合、または平成20年４月以降変更があった場合の

み該当する番号を選んで○を付けてください。

１.合併 ２.分割 ３.企業組織の変更 ４.新たに設立 ５.その他

税抜き □

0104

( 年)

☆ 消費税の取扱いについては、原則、税込みで記入してください。

ただし､会計処理上税込みで記入することが困難な場合は税抜きで記入し､□内にレを記入してください｡

月 年２回年１回 月、 月

(4)

(5)

(6)

貴社の資本金に占める外国資本

の比率を記入してください。
0101

千

万

0103

企業の設立年

西暦４桁

郵便番号（ － ）

都道 市 区 丁目 番 号

府県 区 町 番地

郡 村

（ビル名）

％

0105

百

万

円

外資比率

（小数点第１位まで記入）

0102

（フリガナ） 電話番号（代表）

企 業 の 名 称

消 費 税 の 取 扱 い

（□内にレを記入）

千

億

百

億

十

億

億

(1)

(2)

(3)

本 社 又 は 本 店

の 所 在 地

「 実 際の 本社 機能

を 有 す る 場 所 」

資 本 金 額

又 は 出 資 金 額

［ 調 査期 日時 点］

企 業 の 設 立 形 態

及 び 設 立 時 期

企 業 の 決 算 月

１ 企業の概要

月 月、 月

(5) 平 成 21 年 4 月以 降の

組織再編行為の状況
0104

①平成21年４月以降の組

織再編行為について該

当する番号を選んで○

を付けてください。

1.あり ⇒②を記入

2.なし ⇒(6)へ

0105 年２回

(7) ☆消費税の取扱いについては、原則、税込みで記入してください。

ただし､会計処理上税込みで記入することが困難な場合は税抜きで記入し､□内にレを記入してください｡税抜き □
消 費 税 の 取 扱 い

（□内にレを記入）
0106

今回初めて調査票を提出される場合、設立の形態として該当する番号を選んで

○を付けてください。

１.新規設立 ２．新設合併 ３.新設分割 ４.その他

②平成21年４月以降組織再編行為があった場合、その内容として該当する番号を

すべて選んで○を付けてください。

１.吸収合併

２.分社化

３.事業・資産の一部を他社に売却（事業譲渡）

４.他社の事業・資産の一部を購入（事業譲受）

５.その他

年１回

(4) 企 業 の 設 立 形 態

及 び 設 立 時 期
0103

企業の設立年

西暦４桁

( 年)

(6) 企 業 の 決 算 月

千

億0101
貴社の資本金に占める外国資本

の比率を記入してください。

外資比率

（小数点第１位まで記入）

0102

電話番号（代表）

百

億

十

億

億

郵便番号（ － ）

都道 市 区 丁目 番 号

府県 区 町 番地

郡 村

（ビル名）

％

千

万

(1) 企 業 の 名 称

（フリガナ）

(2) 本 社 又 は 本 店

の 所 在 地

「 実 際の 本社 機能

を 有 す る 場 所 」

(3) 資 本 金 額

又 は 出 資 金 額

［ 調 査期 日時 点］

百

万

円

１．企業の概要

【改正内容】

・「(4) 企業の設立形態及び設立時

期」のうち、企業の設立形態に係る

設問文、選択肢を変更。

【改正理由】

従前の設問では、設立した当時にお

ける形態（新たに新設したものか、合

併により新設されたものか等）につい

て調査していた。選択肢「3.企業組

織の変更」については、有限会社か

ら株式会社または株式会社から事業

持株会社へ変更した企業について

把握するものであったが、会社法の

変更に伴い、該当するものがほぼ見

込まれず、把握する必要性が低くな

ったため、「その他」として整理するも

の。「合併」、「分割」、「新たに設立」

については、より明確にするため名

称を変更。

【改正内容】

・「(5) 平成 21 年 4 月以降の組織再

編行為の状況」を追加。

（以下、番号繰り下げ… (5)→(6)、

(6)→(7)）

【改正理由】

同じく会社法の施行により、既存

企業における組織再編行為（吸収

合併、分社化等）の実態を的確に

把握するため、直近１年間の企業

における「組織再編行為の状況」に

ついて新たに調査する。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

３ 親会社、子会社・関連会社の状況

(1) 親会社の名称、所在地、業種、議決権所有割合

親会社とは、貴社の議決権の50％を超えて所有している会社をいいます。

ただし50％以下であっても、貴社の経営を実質的に支配している場合も含みます。 （年度末現在）

１．親会社は純粋持株会社である

２．親会社は事業持株会社である

３．親会社は上記の１．２．以外である

貴社と親会社の連結関係について、該当する番号に○を付けてください。

１．連結子会社 ４．持分法適用関連会社

２．持分法適用非連結子会社 ５．持分法非適用関連会社

３．持分法非適用非連結子会社

国 名

業種分類番号は990を記入してください。

その場合業種名は不要です。

業種分

類番号

親会社の名称

都道府

県番号

国分類

番 号

親会社が上場会社の場合は親会社の証券コードを記入してください。

親会社の所在地 0302

％
貴社に対する親会社の議決権所有割合を小数点第１位まで記入し

てください。

0304

親会社の経営形態について、該当する番号に○を付け、業種名、業種分類番号を記入してくださ

い。

親会社の証券

コード
0301

親会社との連結

関係
0306

親会社の議決権

所有割合

0303

0305

業種名

親会社の経営形

態及び業種名

(注１) 親会社が国内にある場合は、

親会社の所在地の都道府県番号、

海外にある場合は、国分類番号、

国名を記入してください。

(注２) 都道府県番号、国分類番号及

び業種分類番号は「企業活動基本

調査用分類表」を参照してくださ

い。

(注１) 純粋持株会社とは、事業活動

を営むことを目的とするのではな

く、他の複数の会社の株式を所有

することによって、それらを支配

することを主たる目的とし、グ

ループ全体の経営計画立案などに

携わる会社をいいます。

(注２) 事業持株会社とは、事業活動

を営み、かつ複数の会社の株式を

所有することによって、それらを

支配することを目的とした会社を

いいます。

３ 親会社、子会社・関連会社の状況

(1) 親会社の名称、所在地、業種、議決権所有割合

親会社とは、貴社の議決権の50％を超えて所有している会社をいいます。

ただし50％以下であっても、貴社の経営を実質的に支配している場合も含みます。 （年度末現在）

１．親会社は純粋持株会社である

２．親会社は事業持株会社である

３．その他

貴社と親会社の連結関係について、該当する番号に○を付けてください。

１．連結子会社（親会社が連結決算をしている）

２．非連結子会社（親会社が連結決算をしている）

３．親会社が連結決算をしていない

0300
親会社の有無について、該当する番号を選んで○を付けてください。

１．親会社がある ２．親会社はない（(2)子会社・関連会社の所有状況へ）

親会社が上場会社の場合は親会社の証券コードを記入してくださ

い。

国分類

番 号
0302

親会社の経営形

態及び業種名

親会社との連結

関係
0306

親会社の議決権

所有割合

0303

0305 ％
貴社に対する親会社の議決権所有割合を小数点第１位まで記入

してください。

親会社の名称

都道府

県番号

親会社の証券

コード
0301

親会社の所在地

業種分類番号は990を記入してく ださい。

その場合業種名は不要です。

業種分

類番号

国 名

0304 業種名

親会社の有無

親会社の経営形態について、該当する番号に○を付け、業種名、業種分類番号を記入してくださ

い。

(注１) 親会社が国内にある場合は、

親会社の所在地の都道府県番号、

海外にある場合は、国分類番号、

国名を記入してください。

(注２) 都道府県番号、国分類番号

及び業種分類番号は「企業活動

基本調査用分類表」を参照して

ください。

(注１) 純粋持株会社とは、事業活動

を営むことを目的とするのではな

く、他の複数の会社の株式を所有

することによって、それらを支配

することを主たる目的とし、グル

ープ全体の経営計画立案などに携

わる会社をいいます。

(注２) 事業持株会社とは、事業活動

を営み、かつ複数の会社の株式を

所有することによって、それらを

支配することを目的とした会社を

いいます。

その際、単なる親子関係は該当し

ません。

３．親会社、子会社・関連会社の状

況

(1)親会社の名称、所在地、業種、議

決権所有割合

【改正内容】

・「親会社の有無」を追加。

・「親会社の経営形態及び業種名」

で、親会社の経営形態の選択肢

「３」を変更。

・「親会社との連結関係」について、

選択肢を変更。

・「（注２）事業持株会社とは」の説明

文に追記。

【改正理由】

・「親会社の有無」

本調査事項が未記入の場合、親

会社があるにもかかわらず未記入な

のか、そもそもないのかが不明確で

あり、親会社の有無を的確に把握す

るため、新たに設定するもの。

・「親会社の経営形態及び業種名」

従来の設問「３．親会社は上記の

1．２．以外である」が何を指している

のかという問い合わせが多数あった

ため、一般的な「その他」に変更する

もの。

・「親会社との連結関係」

親子間の連結関係に関する設問

として整理したことから、選択肢につ

いて見直した。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

(2) 子会社・関連会社の所有状況 （年度末現在）

(3) 子会社・関連会社の新規設立

当該年度に設立または所有した子会社及び関連会社数を記入してください。

（年度）

新 規 計

0324

新規設立（所有）社数

0325

0321

0322

国 内区 分

0323

関

連

会

社

その他（上記以外）

新たに設立

海 外

子会社 関連会社 子会社 関連会社

分社化によるもの

企業の買収によるもの

20

％

以

上

～

50

％

以

下

100

％
0311

子

会

社

0312

50

％

超

～

100

％

未

満

0313

議決権所有割合
業 種

分類番号

子会社・関連会社の数

うち、中国

(含、香港)

ヨーロッパ 北 米
その他の

地 域

国 内 海 外

（計） ア ジ ア

(注１) 子会社、関連会社の記入にあたっては、（２）の（注２）

及び（注３）を参照してください。

(注２) 「分社化によるもの(0323)」とは、企業が事業又は組織の

一部を分離し、別会社（子会社・関連会社）を設立した場合を

いいます。

(注３) 「企業の買収によるもの(0324)」とは、議決権を所有した

場合をいいます。

なお、20％以下の議決権を所有する場合は、関連会社に含め

て記入してください。

(注１) 議決権は、議決権の付与が

一部であるものを含みます。

(注２) 子会社とは、貴社が50％超

の議決権を所有する会社をいい

ます。また、その子会社あるい

は貴社とその子会社合計で50％

超の議決権を所有している会社

も含みます。

50％以下であっても貴社が実

質的に支配している会社も含み

ます。

(注３) 関連会社とは、貴社が20％

以上～50％以下の議決権を所有

している会社をいいます。

(注４) 業種分類番号は、｢企業活

動基本調査用分類表｣の区分に

従って分類番号を記入してくだ

さい。

(注５) 子会社・関連会社を所有す

る場合、４ページの「４(2)関

係会社への投資額等」にも記入

してください。

(注６) 休眠中の会社は含めないで

ください。

(注７) 記入欄が足りない場合は、

「調査票の記入手引」の「補助

用紙」に記入し、左端に貼付し

てください。

(2) 子会社・関連会社の所有状況

① 子会社・関連会社の有無

子会社・関連会社の有無について、該当する場合を選んで○を付けてください。

② 子会社・関連会社の所有状況 （年度末現在）

(3) 子会社・関連会社の増加、減少

当該年度に増加、減少した子会社及び関連会社数を記入してください。

（年度） （年度）

年 度 内 計 年 度 内 計

0310 １．子会社・関連会社がある ２．子会社・関連会社はない((３)子会社・関連会社の増加、減少へ）

0328

売却

減少社数

子会社 関連会社 子会社

海 外

子会社 関連会社関連会社

その他（上記以外）

区 分

0326

閉鎖・廃業 0327

統合

国 内

その他（上記以外）

新規設立

0329

分社化

買収

0330

関連会社

議決権所有割合

50％

以下

～

20％

以上

(注３)

0313

国 内

増加社数

海 外

ヨーロッパ

0321

区 分

子会社

0312

100％

未満

～

50％

超

(注２)

子

会

社

関

連

会

社

100% 0311

業種分類番号

子会社・関連会社の数

国内 その他の地

域

海外

0325

0322

0323

0324

うち､中国

(含､香港)

北米アジア

(注１) 子会社、関連会社の記入には、(２)（注２）及び（注３）を参照してください。

(注２) 「分社化(0323)」とは、企業が事業又は組織の一部を分離し、別会社（子会社・関連会社）を設立した場合をいいます。

(注３) 「買収(0324)」とは、議決権を所有した場合をいいます。

(注４) 「閉鎖・廃業（0327）」とは、事業活動を停止し、継続しない場合をいいます。

(注５) 「統合(0328)」とは、子会社・関連会社間の合併等の場合をいいます。

(注６) 「売却(0329)」とは、議決権を他社に譲渡した場合をいいます。

(注１) 議決権は、議決権の付与が

一部であるものを含みます。

(注２) 子会社とは、貴社が50％超

の議決権を所有する会社をいい

ます。また、その子会社あるい

は貴社とその子会社合計で50％

超の議決権を所有している会社

も含みます。

50％以下であっても貴社が実

質的に支配している会社も含み

ます。

(注３) 関連会社とは、貴社が20％

以上～50％以下の議決権を所有

している会社をいいます。

また、15％以上20%未満であ

っても、重要な影響を与えるこ

とができる会社を含みます。

(注４) 業種分類番号は、「企業活

動基本調査用分類表」の区分に

従って分類番号を記入してくだ

さい。

(注５) 子会社・関連会社を所有す

る場合、４ページの「４(２)関

係会社への投資額等」にも記入

してください。

(注６) 休眠中の会社は含めないで

ください。

(注７) 記入欄が足りない場合は、

「調査票の記入手引」の「補助

用紙」に記入し、左端に貼付し

てください。

(2) 子会社・関連会社の所有状況

【改正内容】

・「①子会社･関連会社の有無」を追

加。

・「(注３)関連会社とは」の説明文に

追加。

【改正理由】

・①の追加は、子会社･関連会社の

所有状況と本調査事項の未記入

を明確に区分するために追加す

るもの。

・（注３）は、会社法の改正に伴う、子

会社･関連会社の対象範囲の見直し

に対応して変更するもの。

(3) 子会社・関連会社の増加、減少

【改正内容】

・「(3)」のタイトル、タイトル下の文章、

表頭及び表側区分の名称を変

更。

・（３）に、「減少」の表を追加。

・表側の名称変更に合わせて（注２）

及び（注３）を変更。

・(注４)、（注５）及び（注６）を追加。

【改正理由】

近年、子会社・関連会社の統廃合

等が活発になってきており、これらの

実態を的確に把握するには、新規設

立だけでなく、減少の状況も合わせ

て把握する必要がある。

そこで、閉鎖･廃業等の「減少」の

項目を追加し、これに伴う名称等の

変更、追加をするもの。



4

経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

４ 資産・負債及び純資産並びに投資

(1) 資産・負債及び純資産 （年度末現在）

資 本 金

純

資

産

資 本 剰 余 金

そ の 他

0413

0414

0415

株

主

資

本

0416

0418

0417

資 産 合 計

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

繰 延 資 産

うち、その他の有形固定資産

（建設仮勘定含む）

0406

0404

0409

0410

百

万円

千

万

百

万円

千

億
科 目 兆

十

兆

流 動 負 債
負

債
固 定 負 債

十

億
億

千

万

0411

0412

科 目

0401流 動 資 産

固 定 資 産 0403

0402

資

産

投資その他の資産

0405

う ち ､ 棚 卸 資 産

0407うち、ソフトウェア

無 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

0408

十

兆
兆

千

億

百

億

負 債 及 び 純 資 産 合 計

百

億

十

億
億

（注） 「その他（0417）」には、土地の再評価差額金、金融商品に係る時価評価差額金

等が該当します。

４ 資産・負債及び純資産並びに投資

(1) 資産・負債及び純資産 （年度末現在）

資

産

0401流 動 資 産

資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産

0402

繰 延 資 産

0405

固 定 資 産

十

兆
科 目

0410

0406

う ち ､ 棚 卸 資 産

0408

0404

0409

兆

うち、 ソフ トウ ェア 0407

うち、土地以外

無 形 固 定 資 産

0403

有 形 固 定 資 産

億
千

万

百

億

千

億

十

億
科 目 兆

十

兆

千

億

百

万円

負 債 及 び 純 資 産 合 計

純

資

産

0423

利 益 剰 余 金

0412

0413

0411

十

億

百

億
億

0414

0424

0422

その他

株

主

資

本

自 己 株 式

資 本 剰 余 金

資 本 金

0421

0416

0417

0419

0415

0418

固 定 負 債

うち、社債（転換社債を含む）

うち、長期借入金(金融機関)

0420

百

万円

千

万

負

債

うち、長期借入金(金融機関以外)

うち、短期借入金(金融機関以外）

うち、短期借入金（金融機関）

流 動 負 債

うち、支払手形・買掛金

（注） 「その他（0423）」には、土地の再評価差額金、金融商品に係る時価

評価差額金等が該当します。

(4) 剰余金の配当状況 （年度）

百

億
億

千

万

十

億

百

万円

千

億
区分

0451配当金（中間配当額を含む）

４ 資産・負債及び純資産並びに投資

(1)資産・負債及び純資産

【改正内容】

・「資産」のうち、有形固定資産の内訳

項目の名称を変更。

・「流動負債」及び「固定負債」の内訳

項目を追加。

【改正理由】

・有形固定資産内訳項目の名称変更

記入者に誤解を与えず、わかりや

すくするために変更するもの。

・負債項目の内訳項目の追加

企業における資金調達手法が多

様化する中で、その資金調達手法を

的確に把握することにより、企業の円

滑な資金調達に資する施策の企画

立案の基礎資料とする。このため、資

金調達方法を反映するように株式資

本以外の負債内容を詳細化するも

の。これにより、資金調達方法の動向

を把握する。

なお、本項目は、法人企業統計か

らデー タ移送を行う。

(4)剰余金の配当状況

【改正内容】

・剰余金の配当状況として、「配当金

（中間配当額を含む）」を追加。

【改正理由】

近年、企業の配当総額、あるいは配

当性向は、増加傾向にあると言われて

いる。配当状況を把握することにより、

企業の配当政策、成長戦略等の分析

に資することから、配当金についての

調査項目を追加するもの。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

５ 事業内容

(1) 売上高及び費用等 （年度）

売 上 高

販売費及び一般管理費

営

業

費

用

0501

科 目

0505

損

益

営

業

外

千

億

百

億

十

億

千

万

営 業 外 費 用

当期純利益（△損失）

経 常 利 益（△損失）

0507

0506

億
十

兆
兆

売 上 原 価

0504営 業 外 収 益

0502

0503

百

万円

(2) 外注費 （年度）

十

兆

千

万

百

万円

千

億

十

億
兆科 目

0508

百

億

外 注 費

億
関係会社の割合

（整数で記入）％
(注) 「外注費（0508）」には「売上原価(0502)」

に計上した外注費の総額を記入してください。

(3) 費用の内訳（特掲） （年度）

百

万円

千

万
億

千

億

百

億
兆科 目

十

兆

十

億

支 払 利 息 等

租 税 公 課

動産・不動産賃借料

0512

0515

0514

福利厚生費（退職金を含む）

0517

0518

0516

0513

0511

給与総額（賞与を含む）

広 告 宣 伝 費

荷 造 運 搬 費

減 価 償 却 費

(注１) 各費用科目（支払利息等を除く）には「販売費及び一般管理費

(0503)」に属する経費と、「売上原価(0502)」に属する経費の合計額

を記入してください。

(注２) 支払利息等には「営業外費用(0505)」のうちの、支払利息及び手

形売却損等を記入してください。

（年度）

（年度）

支 払 リ ー ス 料

科 目

0530

(4) 情報処理・通信費

科 目
十

兆
兆

千

万

百

万円

(5) リース契約により使用している設備に係る支払いリース料

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

百

億

十

億
億

情報処理・通信費 0520

千

億

千

万

百

万円

５ 事業内容

(1) 売上高及び費用等 （年度）

営

業

外

損

益

当期純利益（△損失）

経 常 利 益（△損失）

十

兆
科 目

0501売 上 高

営 業 外 費 用

百

万円
兆

百

億

0505

0506

十

億
億

千

万

0507

0508

販売費及び一般管理費

0504

0502売 上 原 価

う ち 、 支 払 利 息 等

営 業 外 収 益

営

業

費

用
0503

千

億

(2) 費用の内訳（特掲） （年度）

租 税 公 課

動産・不動産賃借料

給与総額（賞与を含む）

荷 造 運 搬 費

広 告 宣 伝 費

科 目

0517

0516

百

万円

百

億

十

兆

0511

0512

十

億

千

万
億

0513

福利厚生費（退職金を含む）

減 価 償 却 費

0514

0515

兆
千

億
(注) 各費用科目には「販売費及び一般管理費(0503)」に

属する経費と、「売上原価(0502)」に属する経費の合計

額を記入してください。

（年度）

（年度）

支 払 リ ー ス 料

科 目

情報処理・通信費 0520

0530

百

万円
億

十

億

千

万

百

万円

百

億

千

万

(4) リース契約により使用している設備に係る支払いリース料

千

億

科 目

(3) 情報処理・通信費

十

兆

十

億
億

千

億

十

兆
兆

百

億
兆

５ 事業内容

(1)売上高及び費用等

【改正内容】

・表側「営業外損益」のうち、「営業外

費用」の内訳である「支払利息等」

を、５（３）から移行。

【改正理由】

「支払利息等」は、営業外費用の

内数である旨、注書きをした上で、

「費用の内訳」の表に入れてあった

が、記入しやすさを考慮し、移行す

るもの。

（２）外注費

【改正内容】

・「７ 事業の外部委託の状況」に

移行。

【改正理由】

「７ 事業の外部委託の状況」に

おいて、「外注費」を詳細に把握す

ることとしたため。

（以下、番号繰り上げ… (3)→(2)、

(4)→(3)、(5)→(4)）
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

(6) 売上高の内訳

① 自社鉱産品・製造品、電気・ガス・熱供給・水道売上高
（年度）

② 加工賃収入額 （年度）

③ 卸売・小売、飲食・宿泊売上高 （年度）

そ の 他

(卸売・小売・飲食店・宿泊)

(卸売・小売・飲食店・宿泊)

(卸売・小売・飲食店・宿泊)

3

(卸売・小売・飲食店・宿泊)

(卸売・小売・飲食店・宿泊)

売

上

高

上

位

よ

り
9 9

億兆
千

億

百

億

十

億

0533 (卸売・小売・飲食店・宿泊)

分類番号 主 要 品 名
十

兆

千

万
百

万円

計

9 9 2 そ の 他

百

億

十

億
億

千

万

百

万円0532
分類番号 主 要 品 名

十

兆
兆

千

億

十

億
億

千

万
百

万円

計

十

兆
兆

千

億
主 要 品 名

9 9 1 そ の 他

百

億

0531

分類番号

計

売

上

高

上

位

よ

り

収

入

額

上

位

よ

り

（注） 分類番号は、

「製造業」……………………091～320

が該当します。

「加工賃収入額」には、他企業から支給された

原材料、半製品、部分品を加工した収入額を記

入してく ださい。

（注） 分類番号は、

「卸売業」……………………511～559

「小売業」……………………570～610

「飲食店」……………………760、766、770

「宿泊業」………………………… 750

が該当します。

同一商品であっても「卸売」、「小売」では分類

番号が異なりますので、分けて記入してく ださい。

カッコ内の「卸売」、「小売」、「飲食店」、「宿泊」

の区分に○を付けてく ださい。

（注） 分類番号は、

「鉱業」…………………………… 051

「製造業」……………………091～320

「電気・ガス・熱供給・水道業」

………331～360

が該当します。

自社製造品であっても、消費者（産業用使用者

を除く ）に直接販売をする場合は､“製造小売”と

して､③｢卸売・小売、飲食・宿泊売上高｣に記入

してく ださい。

「売上高（0501）」について、その内訳を次の①～ ⑤に「企業活動基本調査用分類表」の品目分類または事業分類の区分に従って、売上金額または収入金額の多い順番に、分類番号毎に

まとめて、主要な取扱品名または事業の具体的な名称及び金額を記入してく ださい。

①～⑤のそれぞれの売上高又は収入額の計と内訳は一致します。また、①～⑤の売上高又は収入額の合計は、「売上高（0501）」と一致します。

(5) 売上高の内訳

① 自社鉱産品・製造品、電気・ガス・熱供給・水道売上高
（年度）

② 加工賃収入額 （年度）

③ 卸売・小売、宿泊、飲食サービス売上高 （年度）

そ の 他

計

十

兆

千

億
兆

0531

分類番号

売

上

高

上

位

よ

り

計

そ の 他19 9

主 要 品 名 兆
千

億

百

億

十

兆

千

万
百

万円
億

十

億

百

億
億

千

万
百

万円

十

億0532
分類番号 主 要 品 名

9

分類番号 主 要 品 名
十

兆

そ の 他

計

収

入

額

上

位

よ

り

2

千

億
兆

9

0533 (卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)売

上

高

上

位

よ

り
9 9 3

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

百

万円

百

億

十

億

千

万

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

(卸売・小売・宿泊・飲食サービス)

億

（注） 分類番号は、

「製造業」……………………091～320

が該当します。

「加工賃収入額」には、他企業から支給された

原材料、半製品、部分品を加工した収入額を記

入してく ださい。

（注） 分類番号は、

「鉱業」…………………………… 051

「製造業」……………………091～320

「電気・ガス・熱供給・水道業」

………331～360

が該当します。

自社製造品であっても、消費者（産業用使用者

を除く ）に直接販売をする場合は､“製造小売”と

して､③｢卸売・小売、宿泊・飲食サー ビス事業売上

高｣に記入してく ださい。

「売上高（0501）」について、その内訳を次の①～ ⑤に「企業活動基本調査用分類表」の品目分類または事業分類の区分に従って、売上金額または収入金額の多い順番に、分類番号

毎にまとめて、主要な取扱品名または事業の具体的な名称及び金額を記入してく ださい。

①～⑤のそれぞれの売上高又は収入額の計と内訳は一致します。また、①～⑤の売上高又は収入額の合計は、「売上高（0501）」と一致します。

（注） 分類番号は、

「卸売業」…………………511～559

「小売業」…………………570～610

「宿泊業」…………………750

「飲食サービス業」…………760、766、770

が該当します。

同一商品であっても「卸売」、「小売」では分類

番号が異なりますので、分けて記入してく ださい。

カッコ内の「卸売」、「小売」、「宿泊」、「飲食サー ビス」

の区分に○を付けてく ださい。

（５）売上高の内訳

【改正内容】

・事業分類名を変更。

【改正理由】

日本標準産業分類における分類

項目名の変更に伴い、修正するも

の。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

６ 取引状況

(1) 売上高の取引状況 （年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万円

(2) 仕入高の取引状況 （年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万円

(3) 地域別の直接輸出額及び直接輸入額 （年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万円

う ち、 関 係 会 社
取 引 額

区 分

取 引 額
う ち、 関 係 会 社

区 分

うち、直接輸出額

売 上 高

仕 入 高

0602

0601

ヨ ー ロ ッ パ

地 域 別

直 接 輸 出 額

うち、直接輸入額 0604

0603

北 米 0614

中 南 米 0615

直 接 輸 入 額

ア ジ ア 0611

0613

中 東 0612

計 0618

ア フ リ カ 0616

オ セ ア ニ ア 0617

(注１) 関係会社とは、子会社、関連会社及び親会

社をいいます。

(注２) 「売上高(0601)」の取引額は、４ページ５

(1)中の「売上高(0501)」の数値と一致します。

(注３) 「うち、直接輸出額(0602)」は、自社名義

で通関手続きを行った輸出額を記入してくださ

い。

(注１) サービス取引（運輸、通信、建設、保険、

金融、情報、文化、興行等の各種サービス、特

許権等使用料等）については含めないでくださ

い。

(注２) 地域区分については、「企業活動基本調査

用分類表」の「国分類表（地域を含む）」に

従って記入してください。

(注１) 「仕入高(0603)」の取引額は、４ページ５

(１)中の売上原価(0502)のうちの商品仕入高、

原材料仕入高等の国内及び海外仕入高の合計を

記入してください。

(注２) 「うち、直接輸入額(0604)」は、自社名義

で通関手続きを行った輸入額を記入してくださ

い。

６ 取引状況

(1) 売上高の取引状況 （年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

(2) 仕入高（モノ）の取引状況 （年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

(3) モノ以外のサービスに関する国際取引 （年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

0609

ヨーロッパ

うち、関係会社

その他の地域

アジア

北米

0606

0607

0612
うち、中国

（含、香港）

0614

0615

中東

その他の地域

ヨーロッパ

北米

海外からの受取金額

取引額

区 分

0616

仕 入 高（モノ）

0610

0603

0611

0613

0617

0618海外への支払金額

区 分

アジア

中東

売 上 高

0602うち、モノの輸出額

0605

区 分

うち、モノの輸入額

うち、関係会社

0608

取引額
うち、関係会社

0601

0604

取引額

うち、中国

（含、香港）

(注１) 関係会社とは、子会社、関連会社及び親会

社をいいます。

(注２) 「売上高(0601)」の取引額は、４ページ５

(1)中の「売上高(0501)」の数値と一致します。

(注３) 「うち、モノの輸出額(0602)」は、自社名

義で通関手続きを行った輸出額を記入してくだ

さい。

(注) 地域区分については、「企業活動基本調査

用分類表」の「国分類表（地域を含む）」に

従って記入してください。

(注１) 「仕入高（モノ）(0609)」の取引額は、４

ページ５(１)中の売上原価(0502)のうちの商品

仕入高、原材料仕入高等の国内及び海外仕入高

の合計を記入してください。

サービス取引（運輸、通信、建設、保険、

金融、情報、ソフト、文化、興行等の各種サー

ビス、特許権等使用料等）については含めない

でください。

(注２) 「うち、モノの輸入額(0610)」は、自社名

義で通関手続きを行った輸入額を記入してくだ

さい。

(注１) モノ以外のサービスとは、運輸、通信、

建設、保険、金融、情報、ソフト、文化、

興行等の各種サービス、特許権使用料等を

いいます。

(注２) 損益計算書に計上した国際取引に限って

記入してください。

６ 取引状況

【改正内容】

・「(3)地域別の直接輸出額及び直接輸入額」を「(1)売上高の

取引状況」及び「(2)仕入高（モノ）の取引状況」に移行再編

し、新たに「(3)モノ以外のサー ビスに関する国際取引」を追

加。

・地域区分について、アジアの内訳として「中国(含、香港)」を

追加し、「中南米｣、「アフリカ」、「オセアニア」を「その他の

地域」に統合。

・ソフトの記入区分を明確にするため、仕入高の（注１）の文中

に「ソフト」を追加。

【改正理由】

・売上高・仕入高項目の再編、サー ビス取引項目の追加

本社・子会社間の機能分担や国際化が進展している中

で、海外の子会社・関係会社との貿易やサー ビス取引の状

況は把握しておらず、企業グルー プとしての国内外取引の

把握が不可欠となっている。このため、地域別に「関係会

社」を追加するもの。また、海外取引はモノ以外のサー ビス

にも拡大しているが、サー ビスに関する国際取引について

は把握していなかったため、「モノ以外のサー ビスに関する

国際取引」を追加するもの。

・「地域区分」の変更

記入者負担の軽減のため、貿易規模の小さい地域を統合

し、見直しを図ったもの（近年の調査結果によると、上位４地

域（アジア、中東、ヨー ロッパ、北米）が全体の９０％超を占

める）。一方、「中国」との取引は、2007 年に米国を抜いて

日本の貿易相手国第 1 位になる等、増加していることから、

アジアの内訳として追加するもの。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

＜１９年調査の実施項目＞

７ 事業の外注状況

(1) 貴社における外部委託の状況について、該当する番号に○を付けてください。

また、製造委託（修理委託を含む）を行っている場合は、国内か海外か、該当する番号に○を付けてください。

１．製造委託（修理委託を含む）を行った （１．国内 ２．海外）

２．製造委託（修理委託を含む）以外の委託を行った

３．外部委託は行っていない

0701

(2) 製造委託（修理委託を含む）以外の外部委託の状況について、該当する番号に○を付け、

委託金額を記入してください（建設工事の委託は除く）。

１．情報処理関連

２．調査・マーケティング （年度）

３．デザイン・商品企画

４．一般事務処理

５．福利厚生などの従業員福祉関連

６．税務・会計など特殊分野

７．社内研修など従業員教育

８．受付・案内・秘書など渉外業務

９．運送・配送・保管など物流関連

10．清掃・保安・保守などの環境及び防犯関連

11．研究開発関連分野

12．その他

十

億
億

千

万

百

万円

百

億0702
区 分

0703委託金額

(3) 貴社が発注した請負事業で、当該年度に受け入れた請負事業者の受入れ数及び請負労働者の受入れ数を記入してください。

当該年度計 年度末現在

請負事業者の受入れ数（事業者数）

請負労働者の受入れ数（人）

区 分

0704

0705

７ 事業の外部委託の状況

(1) 貴社における外部委託の実施状況について、該当する番号すべてに○を付けてください。

１．製造委託を行った（１．国内 ２．海外） ⇒ (2)を記入

２．製造委託以外の外部委託を行った ⇒ (3)及び(4)を記入

３．外部委託は行っていない ⇒ ８へ

(2) 貴社における製造委託の委託金額

（年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

１．情報処理関連 （１．国内 ２．海外）

２．調査・マーケティング （１．国内 ２．海外）

３．デザイン・商品企画 （１．国内 ２．海外）

４．一般事務処理 （１．国内 ２．海外）

５．福利厚生などの従業員福祉関連 （１．国内 ２．海外）

６．税務・会計など特殊分野 （１．国内 ２．海外） ⇒ (4) を記入

７．社内研修など従業員教育 （１．国内 ２．海外）

８．受付・案内・秘書などの渉外業務 （１．国内 ２．海外）

９．運送・配送・保管など物流関連 （１．国内 ２．海外）

10．清掃・保安・保守などの環境及び防犯関連（１．国内 ２．海外）

11．研究開発関連分野 （１．国内 ２．海外）

12．その他 （１．国内 ２．海外）

製造委託の金額

0704

0701

取引額

0703

0702

うち、海外

うち、関係会社

(3) 製造委託以外の外部委託の状況について、1～12の中で該当する番号に○を付け、委託先の国内、

海外別について、該当する番号すべてに○を付けてください（建設工事の委託は除く）。

区 分

(注) 「製造委託の金額」には「売上原価

（0502）」に計上した製造委託金額の

総額を記入してください。

(4) 貴社における製造委託以外の外部委託の委託金額
（年度）

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

十

兆
兆

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

0706

0705

科 目

うち、海外

製造委託以外の委託金額

取引額
うち、関係会社

(注) 製造委託以外の委託金額には、売上

原価の他に計上したものも含めてくだ

さい。

７ 事業の外部委託の状況

【改正内容】

・「(1)事業の外部委託の状況について」の

設問文を変更するとともに、次の設問に正

確に誘導するため、選択肢に誘導文を追

記。

・「貴社における製造委託の委託金額」

を「(2)」として追加。

・「(2)製造委託以外の外部委託の状況

について」を「(3)」とし、設問文を変更す

るとともに、選択肢に「１．国内 ２．海外」

を追加。

・「(2)」で把握していた「貴社における製

造委託以外の外部委託の委託金額」

を「(4)」として拡充。

・「(3)請負事業者の受入れ数及び請負

労働者の受入れ数」を削除。

【改正理由】

本社･子会社間での機能分担等が進む

中で、企業のサー ビス活動を、企業グル

ー プ内でどのように分担、取引されている

かを把握すること、また、業務の外部委託

状況に関し、委託の有無と金額だけでは

なく、委託先区分（企業グルー プ内外、国

内外）を把握することは極めて重要であ

る。そこで、製造委託及び製造委託以外

の外部委託において、企業グルー プ内外

と国内外の把握ができるように変更し、毎

年調査するもの。

なお、「(3）請負事業の受入れ数及び

請負労働者の受入れ数」については、請

負業者が、必要人員数等について決定す

るものであり、平成 19 年調査において、調

査対象客体が請負契約における正確な請

負労働者数を記入することは困難であるこ

とが判明したことから、削除するもの。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

７ 研究開発

(1) 貴社の研究施設（研究所）について、該当する番号に○を付けてください。

グループ共同で研究施設（研究所）を持っている場合は、その所在地が国内か海外か、該当する番号に○を付けてください。

１．単体（単独）で研究施設（研究所）を持っている

２．グループ共同で研究施設（研究所）を持っている（１．国内 ２．海外）

３．研究施設（研究所）を持っていない

(2) 研究開発費及び研究開発投資 （年度）

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

研 究 開 発 関 連 有 形 固

定 資 産 当 期 取 得 額

0804

0805

区 分

0802

0803委 託 研 究 開 発 費

受 託 研 究 費

0801

自 社 研 究 開 発 費

(注) 「研究開発関連有形固定資産当期取得額(0805)」については、４ペー

ジ４(3)中の「有形固定資産の当期取得額(0431)」のうち、研究開発に

係る金額を記入してください。

(注) 資本金10億円以上の企業で、総務省の「科学技術研究調査票」を提出

される企業については、色分けした調査事項（0802～0805）について記

入の必要はありません。

８ 研究開発、能力開発

(1) 貴社の研究開発（受委託を含む）への取組みについて、該当する番号すべてに○を付けてください。

１．研究開発(受委託を含む）を、国内で行っている ⇒ (2)、(3) を記入

２．研究開発（受委託を含む）を、海外で行っている ⇒ (2)、(3) を記入

３．研究開発（受委託を含む）を行っていない ⇒ (3) へ

(2) 研究開発費及び研究開発投資 （年度）

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

（3）能力開発費 （年度）

千

億

百

億

十

億
億

千

万

百

万

円

0805

0802

0803

0804

うち、関係会社との受委託

研究開発費及び研究開発投資

海外

自社研究開発費

0801

0806能力開発費

国内

研究開発関連有形固定

資産当期取得額

区 分

区 分

受託研究費

委託研究開発費

(注) 「研究開発関連有形固定資産当期取得額(0805)」については、４ページ４(3)中の「有形固定資産の当期取得額(0441)」のうち、研究開発に

係る金額を記入してください。

(注) 資本金10億円以上の企業で、総務省の「科学技術研究調査票」を提出される企業については、色分けした調査事項（0802～0805）について

記入の必要はありません。

(注) 能力開発費には、講師･指導員経費、教材費、外部施設使用料、研修参加費及

び研修委託費、大学への派遣・留学関連費用、大学・大学院等への自費留学に

あたっての授業料の助成等を含めてください。

(注１) 関係会社とは、子会社、

関連会社及び親会社をいい

ます。

(注２) 委託研究開発費、受託

研究費には、大学や他の企

業との共同研究に伴う研究

開発費も含めてください。

８ 研究開発、能力開発

【改正内容】

・タイトル名に「能力開発」を追加。

・(1)の内容を「研究施設（研究所）の保有」状況

の把握から「研究開発への取組み」に変更。

・「(2)研究開発費及び研究開発投資」の内訳と

して「関係会社との受委託」を追加し、さらにそ

の内訳として「国内」、「海外」を追加。また、

（注１）（注２）を追加。

・「(3)能力開発費」を追加。

【改正理由】

・「研究開発」項目の変更・追加

従前の設問（「研究施設（研究所）の保有」）

が婉曲的であったため、端的に「研究開発へ

の取組み」を問う設問に変更するもの。

また、近年、研究開発への取組は、企業グル

ー プ全体で機能分担するケー スが多く、企業

単体よりも、企業グルー プ内での活動の分担

状況を捉えることが重要になってきている。こ

のため、「(2)研究開発費及び研究開発投資」

の内訳として「関係会社との受委託」を追加す

るとともに、関係会社との受委託の範囲が、グ

ロー バルに展開されつつあることから、さらに

国内･海外別に把握することとするもの。

・「能力開発」項目の追加

人材の能力開発は設備投資や研究開発と

同様に、企業が競争を生き抜く上で、重要な活

動であるが、具体的に能力開発投資を把握す

る統計は十分に整備されていないため、これを

把握する設問を追加するもの。

なお、能力開発費は、研究開発費と同様に

投資的経費であると整理し、今回「研究開発」

の調査項目に「能力開発」を追加することとし

た。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

８ 技術の所有及び取引状況

(2) 技術取引 （年度）

そ の 他

国内 0921

海外 0922

海外 0920

うち、ソフト

ウェア

国内 0919

海外 0918

著 作 権

国内 0917

0915

海外 0916

海外 0914

意 匠 権

国内

実用新案権

国内 0913

海外 0912

特 許 権

国内 0911

千

万

百

万円

千

億

百

億

十

億

内 容

支払金額 受取金額

億
千

万

百

万円

千

億

百

億

十

億
億

（注） 「支払金額、受取金額」とも新規・継続を問わず当該年度に対価の支払、対価の受取を

行った金額を記入してく ださい。

９ 技術の所有及び取引状況

(2) 技術取引

①受取金額 （年度）

②支払金額 （年度）

0933
その他

海外

国内

著作権

実用新案権

意匠権

国内
うち、ソフトウェア

海外

意匠権

特許権

著作権

内 容

その他

国内

海外

国内

海外

国内

うち、ソフトウェア

0931

0932

0929

0930

内 容

0912

実用新案権

特許権

国内

国内 0911

海外

国内

0926

国内

海外

0919

0925

0920

0921

海外

0927

海外

国内

国内

0928

0924

0922

0923

うち、関係会社

千

億

百

億

十

億

千

万
億

百万

円

受取金額

十

億

百

億

千

億

海外

支払金額

千

億

十

億
億

海外

海外

国内

海外

0913

0914

0915

0917

0918

0916

億
百万

円

千

万

百万

円

十

億
億

千

億

うち、関係会社

千

万

百

億

千

万

百万

円

百

億

0934

（注１） 「受取金額」、「支払金額」

には、新規・継続を問わず平成21年

度１年間に、国内又は海外の企業と

の間に技術の受入れ・提供を行った

場合に記入してください。

なお、貴社としての「受取金額」、

「支払金額」に加え、内数としての

関係会社との「受取金額」、「支払

金額」について記入してください。

（注２） 関係会社とは、子会社、関連

会社及び親会社をいいます。

９ 技術の所有及び取引状況

【改正内容】

・「(2)技術取引」を「①受取金額」と「②

支払金額」に分割し、それぞれ「う

ち、関係会社」を追加する。

・（注）の内容を変更。

【改正理由】

知的財産活動は、企業グルー プ全

体で機能を分担するケー スが多くなっ

ており、企業単体よりも、企業グルー

プ内での活動の分担状況を捉えるこ

とが重要になってきている。

そこで、技術取引の状況について、

企業グルー プ内での取引等の状況を

把握するため、「うち、関係会社」を追

加するもの。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

９ 情報化の状況

(1) コンピュータ・ネットワークの利用の有無（年度末現在）

該当する番号に○を付けてください。

１．企業内コンピュータ・ネットワークを利用している（自企業内に構築するＬＡＮ等のネットワーク）。

２．特定企業間コンピュータ・ネットワークを利用している（系列企業等の特定企業間で構築するネットワーク）。

３．オープン・コンピュータ・ネットワークを利用している（不特定の企業間で構築するオープンなネットワーク）。

４．インターネットを利用している。

５．上記１～４以外のコンピュータ・ネットワークを利用している。

６．利用していない。

(2) 電子商取引（ｅ-コマース）の実施状況（年度）

貴社における事業活動において電子商取引を実施していますか。該当する番号に○を付けてください。

また、「１．実施している」に貴社が該当する場合は、貴社における電子商取引の取引対象、電子商取引により実施している経済活動について、

該当する番号に○を付けてください。

1002 電子商取引の実施状況

１．実施している。

２．実施していない。

1003 電子商取引の取引対象

１．対法人（ＢtoＢ）

２．対個人消費者（ＢtoＣ）

３．対政府等公共機関（ＢtoＧ）

1004 電子商取引を活用した経済活動

１．販 売 ６．物流管理

２．生産管理 ７．会計管理

３．在庫管理 ８．原価管理

４．設計管理 ９．人事・給与管理

５．購 買

(注) “電子商取引(ｅ-コマース)”とは、｢商取引(＝企業の収益として計上され

た金銭的対価を伴う商品としての物品、サービス、情報の交換に関わる一連

の業務・行為）のうち一部でもコンピュータを介したネットワーク上で行っ

ていること」を指します。
(注) 経済活動の詳細については、「調査票の

記入手引」を参照してください。

1001

削除

「９ 情報化の状況」

【改正内容】

削除

【改正理由】

比較的大企業が多い企業活動基本

調査の対象企業は、コンピュー タ・ネ

ットワー クの普及が既に一定水準に達

しており、本調査で把握する必要性が

薄れたため削除するもの。

なお、電子商取引のうち、BtoB に

ついては、「情報処理実態調査」で把

握しており、BtoC についても、平成 21

年 10 月から「消費者向け電子商取引

実態調査」（共に経済産業省）を開始

した。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

１０ 企業経営の方向

(1) 貴社の機関等について、①～③の設問の該当する番号に○を付けてください。

① 委員会設置会社ですか １．はい ２．いいえ

１．設置している ２．設置していない

③ ストックオプションの実施状況 １．実施している ２．実施していない

(2) 貴社の団塊世代の退職等に対する制度的な取組状況について、該当する番号に○を付けてください。

① 定年制を定めていますか １．定めている 年度末現在の定年年齢 （ 才）

２．定めていない

② 制度的な取組の実施状況（複数回答可）

１．定年の引き上げ

２．再雇用制度の導入

３．勤務延長制度の導入

４．定年制度の廃止

５．実施していない

② 委員会設置会社以外の企業に

おける社外取締役の設置状況

1203

1205

1204

1206

1207

１０ 企業経営の方向

(1) 貴社の機関について、①～②の設問の該当する番号に○を付けてください。

① 委員会設置会社ですか １．はい ２．いいえ

１．設置している ２．設置していない

(2) ストックオプション制度について、設問の該当する番号に○を付けてください。

ストックオプションの実施状況 １．実施している ２．実施していない

② 委員会設置会社以外の企業に

おける社外取締役の設置状況

1001

1002

1003

１０ 企業経営の方向

【改正内容】

・「(1)貴社の機関等」を、「(1)貴社

の機関」と「(2)ストックオプション

制度」に分割。

・「(2)貴社の団塊世代の退職等

に対する制度的な取組状況に

ついて」は削除。

【改正理由】

・貴社の機関とストックオプション

制度は、内容的に異なることか

ら、２つの項目に分割する。

・団塊世代の退職等について

は、団塊世代の退職時期に絡め

た 2007 年問題に着目して実施さ

れたもの。統計審議会において

も、設問導入時に数年間実施す

る必要性は指摘されたものの、２

２年調査（2010 年）時においては

既に３年以上経過（１９年、２０

年、２１年と３年間把握）することと

なり、団塊世代に焦点を当てた

設問の必要性は低下したと判断

したため削除するもの。
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経済産業省企業活動基本調査に係る調査事項の新旧対照表（案）

平成 21年（旧） 平成 22年（新） 改正理由等

＜１９年調査の実施項目＞

１１ バイオテクノロジーの利用形態

＜周期調査＞

１．バイオテクノロジーを利用して自社製品の生産をしている。

２．バイオテクノロジーを利用して生産された他社製品を原材料として使用し、自社

製品を生産している。

３．バイオテクノロジーを利用して生産された製品を購入し、販売のみを行っている。

４．バイオテクノロジーを利用した分析、検査、ソフト提供等のサービスを行っている。

５．バイオテクノロジーを利用して自社製品の研究開発を行っている。

６．直接バイオテクノロジーを利用していないが、主に上記１．２．４．５．において

利用される支援機器・設備・資材の製造及びサービスの提供を行っている。

７．上記１～６のいずれにも該当しない。

貴社におけるバイオテクノロジーの利用形態について、該当する番号に○を付けてください。

また、下記１～６のいずれにも該当しない場合は、７に○を付けてください。

バイオテクノロジーの利用例

○生物化学的プロセス（有用物質の生産、エネルギー

の発生、環境浄化等）

○優れた新性能を持つ物質、物体、酵素、微生物、動

植物の創出

○高度の生命現象の利用（遺伝子治療、診断技術、人

工臓器等）

○生体機能を利用または模倣した鋭敏かつ特異性の高

い検知、測定、情報伝達技術（バイオセンサー、バ

イオコンピュータ等）

○有用物質の評価、解析技術：医薬品など生理活性物

質の評価

○生命現象の解明の研究

1101

バイオテクノロジーとは、生体が有する物質変換・情報利

用・処理・伝達・エネルギー変換などの機能を利用・模倣

する技術をいいます。従来型の発酵・醸造、培養、変異処

理なども含みます。

＜２２年調査の実施項目＞

１１ バイオテクノロジーの利用状況
＜周期調査＞

貴社におけるバイオテクノロジーの利用状況について、該当する番号に○を付けてください。

１．バイオテクノロジーを利用している

２．バイオテクノロジーを利用していない

1101

バイオテクノロジーとは、生体が有する物質変換・情報利用・処理・伝達・エネルギー変換などの機能を利用・模倣する技術をいいます。従来型の発酵・醸造、培養、変異処理など

も含みます。

バイオテクノロジーの利用形態

○バイオテクノロジーを利用して自社製品の生産をしている。/○バイオテクノロジーを利用して生産された他社製品を原材料として使用し、自社製品を生産している。/○バイオテ

クノロジーを利用して生産された製品を購入し、販売のみを行っている。/○バイオテクノロジーを利用した分析、検査、ソフト提供等のサービスを行っている。/○バイオテクノロ

ジーを利用して自社製品の研究開発を行っている。

バイオテクノロジーの利用例

○生物化学的プロセス（有用物質の生産、エネルギーの発生、環境浄化等）/○優れた新性能を持つ物質、物体、酵素、微生物、動植物の創出/○高度の生命現象の利用（遺伝子治療、

診断技術、人工臓器等）/○生体機能を利用または模倣した鋭敏かつ特異性の高い検知､測定､情報伝達技術（バイオセンサー、バイオコンピュータ等）/○有用物質の評価、解析技

術：医薬品など生理活性物質の評価/○生命現象の解明の研究

11 バイオテクノロジーの

利用状況

【改正内容】

「バイオテクノロジーの

利用状況」を追加。

【改正理由】

「バイオ産業創造基礎

調査（経済産業省）」の母

集団情報把握のため、

平成 19 年から 3 年毎に

調査を実施するもの。19

年調査より簡略化。

なお、企業活動基本調

査対象外で捉えられない

バイオテクノロジー利用

企業に関しては、関連業

界の会員名簿等を用い

て捕捉している。


